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参 考 条 文 

 

地方自治法(抄) 

 

〔調査権・刊行物の送付・図書室の設置等〕 

第１００条 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務（自治事務にあつ

ては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受

託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の

対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。次項において同じ。）

に関する調査を行うことができる。この場合において、当該調査を行うため特に必要が

あると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求す

ることができる。 

②以下 略 

 

〔議会の瑕疵ある議決又は選挙に対する長の処置〕 

第１７６条 ①～③ 略  
④ 普通地方公共団体の議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則

に違反すると認めるときは、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に

付し又は再選挙を行わせなければならない。  
⑤ 前項の規定による議会の議決又は選挙がなおその権限を超え又は法令若しくは会議規

則に違反すると認めるときは、都道府県知事にあつては総務大臣、市町村長にあつては

都道府県知事に対し、当該議決又は選挙があつた日から２１日以内に、審査を申し立て

ることができる。  
⑥ 前項の規定による申立てがあつた場合において、総務大臣又は都道府県知事は、審査

の結果、議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると

認めるときは、当該議決又は選挙を取り消す旨の裁定をすることができる。  
⑦ 前項の裁定に不服があるときは、普通地方公共団体の議会又は長は、裁定のあつた日

から６０日以内に、裁判所に出訴することができる。  
⑧ 略  
 

〔審査の裁決期間〕 
第２５７条 この法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の規定による審査の

申立てに対する裁決は、その申立てを受理した日から９０日以内にこれをしなければな

らない。 
② 略 
 
〔異議の申出等の手続〕 
第２５８条 この法律又は政令に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の規定によ

る異議の申出、審査の申立て又は審決の申請については、行政不服審査法第９条から第

１３条まで、第１４条第１項ただし書、第２項及び第４項、第１５条第１項及び第４項、

第１７条から第１９条まで、第２１条から第３５条まで並びに第３８条から第４４条ま

での規定を準用する。   
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